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2019年８月22日 

 

「監査基準委員会報告書610『内部監査の利用』、監査基準委員会報告書315『企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価』 

及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」の訂正とお詫びについて 
 

2019 年６月 12日付けで公表いたしました「監査基準委員会報告書 610『内部監査の利用』、監査基準委員会報告書 315『企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価』及び関連する監査基準委員会報告

書の改正について」につきまして、項番号や表記の誤りがございましたのでお詫び申し上げ訂正いたします。 

訂正箇所は以下のとおりです。訂正箇所はハイライトを付し、赤字としております。なお、新旧対照表についても、本文の訂正と同様の訂正の他、下線の引き方に誤りがあった箇所も併せて訂正しております。 

 

 監基報315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 

訂正後 訂正前 

（目次） 

２－１ 企業及び企業環境 

（４）企業の会計方針の選択及び適用 

 

（目次） 

２－１ 企業及び企業環境 

（４）企業の会計方針の選択と適用 

 

22．（A108項からA115項参照） 22．（A108項からA110項参照） 

A9．（内部監査人の作業の利用に関しては監査基準委員会報告書610参照）。 A9． （内部監査人の作業の利用に関しては監査基準報告書610参照）。 

A86. 

・ 継続企業の前提に関する経営者の評価を裏付けるために実施された分析から得られた情報。例えば、継

続企業の前提に重要な不確実性が認められた場合、又は継続企業の前提に重要な不確実性は認められな

いが、重要な疑義を生じさせるような事象若しくは状況が識別された場合、適用される財務報告の枠組

みに基づいて財務諸表に開示される情報（監査基準委員会報告書570「継続企業」第18項及び第19項参

照） 

A86.  

・ 継続企業の前提に関する経営者の評価を裏付けるために実施された分析から得られた情報。例えば、継

続企業の前提に重要な不確実性が認められた場合、又は継続企業の前提に重要な不確実性は認められな

いが、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が識別された場合、適用される財務報告の枠組みに

基づいて財務諸表に開示される情報（監査基準委員会報告書570「継続企業」第18項及び第19項参照） 

《付録１ 内部統制の構成要素》（A56項参照） 《付録１ 内部統制の構成要素》（A56項参照） 
10．  

 監視活動には、銀行勘定調整表が適時に作成されているかどうかについての管理者による査閲、営業部門

の販売契約の条件に関する企業の方針の遵守についての内部監査人による評価、又は企業倫理や企業行動指

針についての法務部門による監視が含まれる場合もある。 

10．  

  監視活動には、銀行勘定調整表が適時に作成されているかどうかについての管理者による査閲、営業部門

の販売契約の条件に関する企業の方針の遵守についての内部監査人による評価又は企業倫理や企業行動指

針についての法務部門による監視が含まれる場合もある。 

《付録２ 重要な虚偽表示リスクを示唆する状況と事象》（A38項及びA127項参照） 《付録２ 重要な虚偽表示リスクを示唆する状況と事象》（A38項及びA130項参照） 
・ 借入金の借換え、資産の売却予定及び市場性のある有価証券の分類のような経営者の意思に基づいて記

録される取引   

・ 借入金の借換え、資産の売却予定及び市場性ある有価証券の分類のような経営者の意思に基づいて記録

される取引    

 

 監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」 

訂正後 訂正前 

12． 

(9) 「財務諸表」－財務報告の枠組みに準拠して、過去財務情報を体系的に表したものであり、注記事項

が含まれる。 

12． 

(9) 「財務諸表」－財務報告の枠組みに準拠して、過去財務情報を体系的に表したものであり、関連する

注記事項が含まれる。 

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》 
《１．財務諸表監査》 《１．財務諸表監査》 
《(4) 定義》 《(4) 定義》 

《財務諸表》（第12項(9)参照） 《財務諸表》 

A45．  

 監査基準委員会報告書は、会計上の見積り及び関連する注記事項が適用される財務報告の枠組みに照らし

て合理的又は妥当であるかどうか、並びに企業の会計実務の質的側面（経営者の判断に偏向が存在する兆候

を含む。）について、特定の検討を行うことを監査人に要求している。 

 

A45．  

 監査基準委員会報告書は、会計上の見積り及び関連する注記事項が適用される財務報告の枠組み及び関連

する開示に照らして合理的又は妥当であるかどうか、並びに企業の会計実務の質的側面（経営者の判断に偏

向が存在する兆候を含む。）について、特定の検討を行うことを監査人に要求している。 
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訂正後 訂正前 

A71．  

・ 監査範囲の制約がある場合、監査範囲の制約に関する限定意見を表明するか又は意見を表明しないよう

要求する事項（監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」第12項

参照）は、明示的な条件付要求事項である。 

・ 監査の過程において識別された内部統制の重要な不備を監査役等に報告することを求める要求事項（監

査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」第８項参照）は、識別した重

要な不備が存在することを前提としている。また、適用される財務報告の枠組みに準拠してセグメント

情報が表示・開示されているかどうかについて十分かつ適切な監査証拠を入手することを求める要求事

項（監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」第12項参照）は、適用される財務報告の枠組み

において当該注記が要求され、又は任意に注記されていることを前提としている。これらは、黙示的な

条件付要求事項である。 

A71． 

・ 監査範囲の制約がある場合、監査範囲の制約に関する限定意見を表明するか、又は意見を表明しないよ

う要求する事項（監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」第12

項参照）は、明示的な条件付要求事項である。 

・ 監査の過程において識別された内部統制の重要な不備を監査役等に報告することを求める要求事項（監

査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」第８項参照）は、識別した重

要な不備が存在することを前提としている。また、適用される財務報告の枠組みに準拠してセグメント

情報が表示・開示されているかどうかについて、十分かつ適切な監査証拠を入手することを求める要求

事項（監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」第12項参照）は、適用される財務報告の枠組

みにおいて当該注記が要求され、又は任意に注記されていることを前提としている。これらは、黙示的

な条件付要求事項である。 

 

 監基報240「財務諸表監査における不正」 

訂正後 訂正前 

《付録２ 不正による重要な虚偽表示に関するリスク対応手続の例示》（A38項参照） 《付録２ 不正による重要な虚偽表示に関するリスク対応手続の例示》（A38項参照） 

《１．アサーション・レベルにおける検討事項》 《１．アサーション・レベルにおける検討事項》 
  不正による重要な虚偽表示に関するリスク対応手続は、不正リスク要因の種類や組合せ、又は識別した状

況、並びにこれらが影響する取引種類、勘定残高及び注記事項並びにアサーションによって異なる。 

  リスク対応手続の例は、次のとおりである。 

  不正による重要な虚偽表示に関するリスク対応手続は、不正リスク要因の種類や組合せ、又は識別した状

況、並びにこれらが影響する取引種類、勘定残高及び注記事項及びアサーションによって異なる。 

  リスク対応手続の例は、次のとおりである。 

 

 監基報300「監査計画」 

訂正後 訂正前 

A5．監査人は、当年度の監査の開始に当たって、第５項に記載した監査契約に係る予備的な活動を実施するこ

とにより、監査の遂行に支障を来す可能性のある事象又は状況を識別し評価することが可能となる。 

A5．監査人は、当年度の監査の開始に当たって、第５項に記載した監査契約に係る予備的な活動を実施するこ

とにより、監査の遂行に支障をきたす可能性のある事象又は状況を識別し評価することが可能となる。 

《付録 監査の基本的な方針を策定する際の考慮事項》（第６項、第７項、A8項からA11項参照） 《付録 監査の基本的な方針を策定する際の考慮事項》（第６項、第７項、A8項からA11項参照） 

《２．報告の目的、監査の実施時期及びコミュニケーションの内容》 《２．報告の目的、監査の実施時期及びコミュニケーションの内容》 

・ 第三者に対して予想される報告の有無（例えば、監査に関連して生じる全ての法的又は契約上の報告責

任） 

・ 第三者に対して予想される報告の有無（例えば、監査に関連して生じるすべての法的又は契約上の報告

責任） 

 

 監基報320「監査の計画及び実施における重要性」 

訂正後 訂正前 

A9．特定の状況において、上記のような取引種類、勘定残高又は注記事項が存在するかどうかを検討する際、

監査人は、経営者及び監査役等が意識している事項についての理解が有益と判断することがある。 

A9．特定の状況において、上記のような取引種類、勘定残高又は開示等が存在するかどうかを検討する際、監

査人は、経営者及び監査役等が意識している事項についての理解が有益と判断することがある。 

 

 監基報330「評価したリスクに対応する監査人の手続」 

訂正後 訂正前 

A14．  

・ 財務諸表、特に貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主資本等変動計算書又はキャッシュ・フ

ロー計算書に計上された金額についての詳細な説明を提供する注記事項の作成時期 

A14． 

・ 財務諸表、特に貸借対照表、損益計算書、包括利益計算書、株主持分変動計算書又はキャッシュ・フロ

ー計算書に計上された金額についての詳細な説明を提供する注記事項の作成時期 
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 監基報450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」 

訂正後 訂正前 

A5. 

しかし、第10項に従い監査人は、個別に又は集計して（他の虚偽表示と合わせて）虚偽表示が重要であるか

どうかを判断することが求められている。 

A5. 

しかし、第10項に従い監査人は、個別に又は集計して（他の虚偽表示と合わせて）虚偽表示が重要であるか

どうかを判断しなければならない。 

 

 監基報580「経営者確認書」 

訂正後 訂正前 

《付録２ 経営者確認書の記載例》（第14項参照） 《付録２ 経営者確認書の記載例》（第14項参照） 

２．金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例 ２．金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例 

財務諸表 

１． 

（継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要

な開示を行う責任を含む。） 

財務諸表 

１． 

（継続企業の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開

示を行う責任を含む。） 

 

 監基報250「財務諸表監査における法令の検討」 

訂正後 訂正前 

《Ⅲ 適用指針》 《Ⅲ 適用指針》 
《４．識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続》 《４．識別された違法行為又はその疑いがある場合の監査手続》 

《(4) 違法行為又はその疑いが及ぼす影響の評価》（第21項参照） 《(4) 違法行為が及ぼす影響の評価》（第21項参照） 

《Ⅳ 適用》 《Ⅳ 適用》 
・ 本報告書（2019年６月12日）は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。 

- 監査上の主要な検討事項に関連する要求事項及び適用指針（A25項の二つ目の箇条書）は、2021年

３月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020年３月31日（米国証券取引

委員会に登録している会社においては2019年12月31日）以後終了する事業年度に係る監査から早期

適用することができる。  

・ 本報告書（2019年６月12日）は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。 

- 監査上の主要な検討事項に関連する要求事項及び適用指針（A25項の二つ目の箇条書き）は、2021

年３月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020年３月31日（米国証券取

引委員会に登録している会社においては2019年12月31日）以降終了する事業年度に係る監査から早

期適用することができる。  

  

 監基報230「監査調書」 

訂正後 訂正前 

《付録 他の監査基準委員会報告書における文書化に関する特定の要求事項》（第１項

参照） 
《付録 他の監査基準委員会報告書における文書化に関する特定の要求事項》（第１項

参照） 
 

・ 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」-第22項 

 

・ 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」-第22項 

 

 監基報265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」 

訂正後 訂正前 

A8．内部統制は、単独で又は他の幾つかとの組合せで虚偽表示を有効に防止又は発見・是正できるように整備

及び運用されることがある（監基報315のA69項）。 
A8．内部統制は、単独で又は他のいくつかとの組合せで虚偽表示を有効に防止又は発見・是正できるように整

備及び運用されることがある（監基報315のA69項）。 
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 監基報550「関連当事者」 

訂正後 訂正前 

《Ⅳ 適用》 《Ⅳ 適用》 

 本報告書（2019 年６月 12 日）は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。 

- A1 項及び A3 項の改正は、2020 年３月 31 日以後終了する事業年度に係る監査等から適用する。 

 本報告書（2019年６月12日）は、以下の事業年度に係る監査等から適用する。 

- A1項及びA3項の改正は、2020年３月31日以後終了する以下の事業年度に係る監査等から適用する。 

 

 監基報560「関連当事者」 

訂正後 訂正前 

A10．  

 「○年○月○日（監査報告書日）、ただし注記Ｙについては○年○月○日（注記Ｙに記載された修正又は

開示に限定して実施した監査手続の完了日）」 

A10．  

 「平成○年○月○日（監査報告書日）、ただし注記Ｙについては平成○年○月○日（注記Ｙに記載された

修正又は開示に限定して実施した監査手続の完了日）」 

 

 監基報600「グループ監査」 

訂正後 訂正前 

《付録１ グループ監査チームが理解する事項の例示》（A21項参照） 《付録１ グループ監査チームが理解する事項の例示》（A21項参照） 
２． 

監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の第 11 項は、グループ監査チームが内部監査人の

監査を利用することを計画している場合における当該内部監査人の能力及び客観性の評価を取り扱ってい

る。 

２． 

監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」の第11項は、グループ監査チームが内部監査人の監査を利用する

ことを計画している場合における当該内部監査人の能力及び客観性の評価を取り扱っている。 

《付録３ 構成単位の監査人の受領を確かめる文書の例示》（A33項参照） 《付録３ 構成単位の監査人の受領を確かめる文書の例示》（A33項参照） 

 

×年×月×日 

（グループ監査責任者の氏名） 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員  公認会計士 ○○○○ 殿 

（構成単位の監査人の氏名） 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士（署 名   ） 

               （又は記名捺印） 

私たちは、［適用される財務報告の枠組みの名称］に準拠して、［グループ財務諸表を作成する会社の

名称］のグループ財務諸表が×年×月×日現在のグループの財政状態並びに同日をもって終了する事業

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどう

かについて意見を表明するために貴監査法人が実施する監査に関連して、本書簡を提出いたします。 

私たちは、×年×月×日に終了する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報について特定の作業の

実施を要請する×年×月×日付けの貴監査法人の指示書を受領しました。 

２． 

(2) 貴監査法人が、×年×月×日に終了する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報に関して、私たち

に実施を要請した作業への関与が必要と考える場合があること 

３． 

(2) 私たちは、グループ監査において構成単位の監査人としての責任を果たすために、我が国において一

般に公正妥当と認められる監査の基準を理解しており、それらの基準に準拠して、×年×月×日に終了

する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報に対する作業を実施いたします。 

 
 

平成×年×月×日 

（グループ監査責任者の氏名） 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員  公認会計士 ○○○○ 殿 

（構成単位の監査人の氏名） 

○○監査法人 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士（署 名   ） 

               （又は記名捺印） 

私たちは、［適用される財務報告の枠組みの名称］に準拠して、［グループ財務諸表を作成する会社の

名称］のグループ財務諸表が平成×年×月×日現在のグループの財政状態並びに同日をもって終了する

事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているか

どうかについて意見を表明するために貴監査法人が実施する監査に関連して、本書簡を提出いたしま

す。 

私たちは、平成×年×月×日に終了する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報について特定の作

業の実施を要請する平成×年×月×日付けの貴監査法人の指示書を受領しました。 

２． 

(2) 貴監査法人が、平成×年×月×日に終了する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報に関して、私

たちに実施を要請した作業への関与が必要と考える場合があること 

３． 

(2) 私たちは、グループ監査において構成単位の監査人としての責任を果たすために、我が国において一

般に公正妥当と認められる監査の基準を理解しており、それらの基準に準拠して、平成×年×月×日に

終了する事業年度の［構成単位の名称］の財務情報に対する作業を実施いたします。 

以  上 


